
審決

取消２０１６－３０００３８

アメリカ合衆国、９３０６７ カリフォルニア州、サマーランド、ゴールデ
ン・ゲート・アベニュ、２４２０
請求人 ヒラリィ・シムズ

大阪府大阪市北区中之島二丁目２番７号中之島セントラルタワー
代理人弁理士 特許業務法人深見特許事務所

東京都千代田区神田小川町３丁目１番 Ｂ・Ｍビル１Ｆ
被請求人 株式会社 トライアングルインターナショナル

東京都千代田区神田錦町３丁目８番地 ランドステージお茶の水２０２号
代理人弁理士 八鍬 昇

　上記当事者間の登録第５５３２４２９号商標の登録取消審判事件につい
て，次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は，成り立たない。
　審判費用は，請求人の負担とする。

理　由
第１　本件商標
　本件登録第５５３２４２９号商標（以下「本件商標」という。）は，
「ＳＩＭＳ」の欧文字を書してなり，平成２４年５月２４日に登録出願，第
１８類「かばん類，袋物，かばん金具，がま口口金，傘，ステッキ，つえ，
つえ金具，つえの柄」を指定商品として，同年１１月２日に設定登録され，
現に有効に存続しているものである。
　そして，本件審判の請求の登録日は，平成２８年２月４日である。
　　　
第２　請求人の主張
　請求人は，本件商標の登録を取り消す，審判費用は，被請求人の負担とす
る，との審決を求め，その理由として，本件商標は，その指定商品について
継続して３年以上日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用
権者のいずれかによって使用された事実が存在しないから，商標法第５０条
第１項の規定により取り消されるべきである旨述べ，証拠方法として，甲第
１号証を提出した。
　なお，請求人は，被請求人の答弁に対し，何ら弁駁していない。
　　　
第３　被請求人の主張
　被請求人は，結論同旨の審決を求めると答弁し，その理由を要旨次のよう
に述べ，証拠方法として，乙第１号証ないし乙第１１号証を提出した。
　１　本件商標の使用事実を示す証拠　
（１）乙第１号証は，本件商標権者が「パスポートケース」の製作に当た
り，平成２７年９月上旬頃に，取引先の山形県西村山郡西川町海味に所在の
株式会社ニシタニ（以下「ニシタニ社」という。）の担当者と打ち合わせを
行って共同で作成した「パスポートケース」の仕様書であり，本件商標を表
示したラベルの取り付け位置等が示されている。
　乙第２号証は，乙第１号証の仕様書に基づいて中国で製作された「パス
ポートケース」の完成品を示す写真であり，本件商標を表示したラベルが
「パスポートケース」の指定箇所に取り付けられている。
　なお，乙第２号証は，本件審判の請求書副本が特許庁から送達された日以



後に本件商標権者の担当者によって作成されたものである。
（２）乙第３号証は，ニシタニ社が２０１５年（平成２７年）１２月１１日
に，本件商標権者に宛てて発行した納品書であり，品名「ＰＡＳＳＰＯＲＴ
　ＣＡＳＥ　ＳＩＭＳ」を１６９個，本件商標権者に納品したことが証明さ
れる。
　乙第４号証は，乙第３号証に係る納品書と同日付けの請求明細書である。
（３）乙第５号証は，本件商標権者が平成２７年１２月１６日に，取引先で
ある東京都千代田区神田小川町に所在の有限会社ＪＵＩＣＥ（以下「ジュー
ス社」という。）に宛てて発行した納品書であり，「ＳＩＭＳ　
ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＣＡＳＥ」を１０個，本件商標権者がジュース社に譲渡
ないし引き渡したことが証明される。
　乙第６号証は，乙第５号証に係る納品書と同日付けの請求書である。
（４）乙第７号証は，本件商標権者が平成２８年１月５日に，取引先である
千葉県船橋市本町に所在する有限会社スノーマン（以下「スノーマン社」と
いう。）に宛てて発行した納品書であり，「ＳＩＭＳ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ　
ＣＡＳＥ」を８個，本件商標権者がスノーマン社に譲渡ないし引き渡したこ
とが証明される。
　乙第８号証は，乙第７号証に係る納品書と同日付けの請求書である。
（５）乙第９号証は，ニシタニ社の代表取締役の陳述書であり，これにより
本件商標を表示したパスポートケースが遅くとも平成２７年１２月１３日に
は本件商標権者に納品されたことが明らかである。
　また，当該パスポートケースに本件商標が用いられていたこと並びに当該
パスポートケースが乙第２号証に示されているとおりのものであることが証
明される。
（６）乙第１０号証は，本件商標権者の取引先であるジュース社の代表取締
役の陳述書であり，これにより本件商標を表示したパスポートケースが遅く
とも平成２７年１２月１８日には取引先に引き渡しないし譲渡されていたこ
とが明らかである。
　また，当該パスポートケースに本件商標が用いられていたこと並びに当該
パスポートケースが乙第２号証に示されているとおりのものであることが明
らかである。
（７）乙第１１号証は，本件商標権者の取引先であるスノーマン社の代表取
締役の陳述書であり，これにより本件商標を表示したパスポートケースが遅
くとも平成２８年１月７日には取引先のスノーマン社に引き渡しないし譲渡
されていたことが明らかである。
　また，当該パスポートケースに本件商標が用いられていたことが証明され
る。
　２　結論
　上記のとおり，本件商標を使用したパスポートケースは，平成２７年１２
月１８日には本件商標権者から取引先に宛てて譲渡ないし引き渡されてい
る。
　これは，商標法第２条第３項第２号所定の商品に標章を付したものを譲渡
し，引き渡し等する使用行為に該当するのが明らかである。
　したがって，本件商標は，その指定商品について，審判請求の予告登録前
３年以内に日本国内において使用されていたものであるから，商標法第５０
条第１項の規定により取り消される理由はない。
　　
第４　当審の判断
　１　被請求人の主張及び提出した証拠によれば，以下のとおりである。
（１）乙第７号証は，本件商標権者からスノーマン社に宛てた平成２８年１
月５日付けの納品書であり，品名の欄に「ＳＩＭＳ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ　
ＣＡＳＥ」，数量の欄に「８」の記載がある。
　乙第８号証は，乙第７号証と同日付けの同一内容の請求書である。
（２）乙第９号証は，平成２８年３月１８日付けのニシタニ社の代表取締役
から本件商標権者に宛てた陳述書であり，２０１５年１２月１１日付けで納
品した「ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＣＡＳＥ　ＳＩＭＳ」に関し，「１　当社が，
貴社ご担当者との打合せに基づき，２０１５年９月上旬頃，添付の別紙１に
示すパスポートケース（ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＣＡＳＥ　ＳＩＭＳ）の仕様書
を貴社と共同で作成したこと。」，「２　当社が，貴社からの依頼により，
前記仕様書に基づき中国においてパスポートケース（ＰＡＳＳＰＯＲＴ　
ＣＡＳＥ　ＳＩＭＳ）を製造し，これを２０１５年１０月２５日頃に日本国



内に輸入したこと。」，「３　当社が，添付の別紙２及び別紙３に示す
２０１５年１２月１１日付けの納品書と請求書を添付して，同日付けで貴社
宛てに，当該パスポートケース（ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＣＡＳＥ　ＳＩＭＳ）
を運送業者の佐川グローバルロジスティクス株式会社を介して送ったこ
と。」及び「４　当該パスポートケースは添付の別紙４に示す写真に表され
ているとおりのものであること。」の記載がある。
　そして，乙第９号証に添付の別紙１は，「客人　ＴＲＩＡＮＧＬＥ」の記
載があって，パスポートケースのサイズや「ＳＩＭＳ」の表示のあるラベル
の取り付け位置が示されているから，パスポートケースの仕様書といえる。
　また，同別紙２は，ニシタニ社から本件商標権者に宛てた２０１５年１２
月１１日付けの納品書であり，品名の欄に「ＰＡＳＳＰＯＲＴ　ＣＡＳＥ　
ＳＩＭＳ」，数量の欄に「１６９」と記載され，別紙３は，別紙２と同日付
けの同一内容の請求明細書である。さらに，別紙４は，「ＳＩＭＳ」と表示
されたラベルが付されたパスポートケースの写真（３葉）である。
　２　上記１によれば，次のように認めることができる。
　本件商標権者は，ニシタニ社に「ＳＩＭＳ」の表示のあるパスポートケー
スの製造を依頼し（乙９，別紙１），２０１５年１２月１１日付けで１６９
個の納品を受けたものである（乙９，別紙２ないし４）。
　そして，本件商標権者は，本件審判の請求の登録前３年以内である平成
２８年１月５日に，本件商標と社会通念上同一と認められる「ＳＩＭＳ」の
文字を表示した，取消請求に係る指定商品に含まれる「パスポートケース」
を８個，スノーマン社に譲渡したものである（乙７）。
　本件商標権者による上記行為は，本件審判の請求に係る指定商品に含まれ
る「パスポートケース」についての商標法第２条第３項第２号にいう「商品
に標章を付したものを譲渡し，引き渡す行為」に該当するものと認められ
る。
　３　まとめ
　以上のとおり，被請求人は，本件審判の請求の登録前３年以内に，日本国
内において，本件商標権者が，その請求に係る指定商品中，「パスポート
ケース」について，本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことを証明
したと認められる。
　したがって，本件商標の登録は，商標法第５０条の規定により，取り消す
ことはできない。
　よって，結論のとおり審決する。

平成２８年　９月２８日

　　審判長　　特許庁審判官 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
特許庁審判官 原田 信彦

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係
る相手方当事者を被告として、提起することができます。　　　　　　　　
　（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）　　　　　　
　　特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）
の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害
とならないよう十分にご注意ください。
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審判長　　　特許庁審判官 土井　敬子 7655
　　　　　　特許庁審判官 原田　信彦 7767
　　　　　　特許庁審判官 田中　亨子 7758


